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「液化石油ガス製造許可申請等について」（赤本）の改訂について 

Ｐ 修正内容等 備 考 

 

 

－ 

全 体 

［様 式］ 

㊞の削除（Ｐ３６委任状、Ｐ３７欠格事由被該当証明書、Ｐ１０４高圧ガス製造保安統括者（代理者）証明書、Ｐ１０７製造保安責任者等経歴書、Ｐ１０８製造

保安責任者等承諾書を除く。） 

「平成」の削除、「静岡県知事」様の削除 

「氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする」を削除  その他様式の統一 

 

様式の全体的な修正 

 

 

 

－ 

第Ⅰ章 

［中表紙］ 

【新】高圧ガス保安法体系の概要と手続き 

 

 

【旧】高圧ガス保安法体系の概要 

 

 

表記の変更 

 

－ 

 

［中表紙（裏）］ 

【新】 

 

 

<<表の見方>>追加 
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Ｐ 修正内容等 備 考 

 高圧ガス保安法、法体系と許可・届出等の手続き 差替え  

 

1 

 

【新】 【旧】 
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Ｐ 修正内容等 備 考 

 

2 

 

【新】 【旧】 
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Ｐ 修正内容等 備 考 

 

3 

 

【新】 【旧】 
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Ｐ 修正内容等 備 考 

 主な関係法令一覧表 レイアウトの修正  

 

4 

【新】 【旧】 
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Ｐ 修正内容等 備 考 

 

 

5 

提出先、提出先住所・連絡先 

【新】 

 

「提出先」等の追加 

 

H29追補による修正 

保安法 79の 3 追加

により、H30.4から

指定都市においては

指定都市の長が行

う。 

静岡県では、静岡市

と浜松市が該当。 

以下「権限移譲によ

る修正」 

 

その他の事故の※２

に「遅滞なく事故の

概要を電話連絡する

とともに事故届を提

出すること。」を追加 
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Ｐ 修正内容等 備 考 
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31 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

50 

第Ⅱ章 

１．液化石油ガス製造許可申請書（第１種製造） 

（２）第一種製造設備の技術基準 

２）保安規則第６条第１項の基準に対応する事項 

２号・３号 設備距離 

【新】ⅱ．事業所の・・個々において所管行政庁と協議すること。） 

 

２．液化石油ガス製造施設等変更許可申請書 

（１）変更許可が必要な場合 

⑥ 容器置場の増設 

【新】※ 上記以外に係らず事前に所管行政庁と協議すること。 

 

３．液化石油ガス製造施設完成検査申請書 

（２）完成検査の方法 

③ 貯槽及び配管以外の高圧ガス設備 

【新】イ．特定設備検査合格証又は・・事前協議し、所管行政庁が認 

めたものに限る。） 

 

様式第１（第３条関係）高圧ガス製造許可申請書 

欠格事由に関する事項 

【新】３ 心身の故障により高圧ガスの製造を適正に行うことができない者とし

て経済産業省令で定める者 

 

５．液化石油ガス製造事業届書（第２種製造） 

【新】 

（３）第２種製造者に必用なその他の届出 

第２種製造者は、次の場合には所管行政庁に届出ること。 

① 製造施設等の変更をした場合 

② 保安統括者等の選解任をした場合 

③ 製造事業所を承継した場合 

④ 製造する液化石油ガスに事故が発生した場合 

⑤ 製造を廃止した場合 

⑥ 製造する液化石油ガスが危険となった場合 

⑦ 製造事業所の名称等を変更した場合 
 

 

 

 

 

 

 

【旧】ⅱ．事業所の・・個々において県と協議すること。） 

 

 

 

 

【旧】※ 上記以外に係らず事前に県と協議すること。 

 

 

 

 

【旧】イ．特定設備検査合格証又は・・事前協議し、静岡県が認めたもの 

に限る。） 

 

 

 

【旧】３ 成年被後見人 

 

 

 

【旧】 

２ 第２種製造者に必用なその他の届出 

第２種製造者は、次の場合には知事に届出ること。 

(1)製造施設等の変更をした場合 

(2)保安統括者等の選解任をした場合 

(3)製造事業所を承継した場合 

(4)製造する液化石油ガスに事故が発生した場合 

(5)製造を廃止した場合 

(6)製造する液化石油ガスが危険となった場合 

(7)製造事業所の名称等を変更した場合 

 

権限移譲による修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目の修正 

 

 

 

 

項目番号の修正 
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Ｐ 修正内容等 備 考 

 

 

54 

 

 

 

55 

 

 

 

 

57 

 

 

66 

 

 

67 

 

 

67 

 

 

 

 

 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅲ章 

２．特定高圧ガス消費届（法 24条の 2・令 7条） 

【新】・・その旨を所管行政庁に届け出なければならない。 

 

（１）特定高圧ガス消費施設等明細書（液石則 51条） 

【新】 

① 法第二十四条の二・・を添えて所管行政庁に提出しなければ・・ 

 

（２）消費に係る技術基準 

１）液石則第 53条（特定高圧ガスの消費者に係る技術上の基準） 

２号 設備距離 

【新】ⅱ．事業所の境界線・・個々において所管行政庁と協議・・ 

 

３．特定高圧ガス消費施設等変更届書 

【新】（１）第五十四条 ・・を添えて所管行政庁に提出・・ 

 

５．特定高圧ガス消費者承継届書 

【新】・・承継後遅滞なく所管行政庁に提出・・ 

 

６．特定高圧ガス消費廃止届書 

【新】・・廃止後遅滞なく所管行政庁に提出・・ 

 

８．特定高圧ガス取扱主任者（法第２８条２項） 

（４）選任届 

【新】選任届添付書類等については、Ｐ８７（第 4章１．（５））参照。 

 

９．定期自主検査（法第３５条の２） 

検査記録には以下の事項を記載すること。 

【新】 

① 検査をした消費施設 

② 検査をした消費施設ごとの検査の方法及び結果 

③ 検査年月日 

④ 検査の実施について監督を行った取扱主任者の氏名 

 
 

 

 

 

【旧】・・その旨を静岡県知事に届け出なければならない。 

 

 

【旧】 

① 法第二十四条の二・・を添えて静岡県知事に提出しなければ・・ 

 

 

 

 

【旧】ⅱ．事業所の境界線・・個々において県と協議・・ 

 

 

【旧】（１）第五十四条 ・・を添えて静岡県知事に提出・・ 

 

 

【旧】・・承継後遅滞なく静岡県知事に提出・・ 

 

 

【旧】・・廃止後遅滞なく所管行政庁に提出・・ 

 

 

 

【旧】選任届添付書類等については、（第 4章１．（５））参照。 

 

 

 

【旧】 

（１）検査をした消費施設 

（２）検査をした消費施設ごとの検査の方法及び結果 

（３）検査年月日 

（４）検査の実施について監督を行った取扱主任者の氏名 

 

 

 

権限移譲による修正 

 

 

 

権限移譲による修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参照ページの追加 

 

 

 

 

項目番号の修正 

 

 

 

 



9 

 

Ｐ 修正内容等 備 考 

 

 

 

 

 

 

71 

10．その他 

（２）関係法令 

【正】その他・・《参 考》特定高圧ガス・・ 

 

《参考例》特定高圧ガス消費施設危害予防規程 

【新】 

第１０条 ・・書類により所管行政庁に届け出・・ 

２ ・・書類により所管行政庁に届け出・・ 

３ ・・書類により所管行政庁に届け出・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

【誤】その他・・《参考例》特定高圧ガス・・ 

 

 

【旧】 

第１０条 ・・書類により県知事に届け出・・ 

２ ・・書類により県知事に届け出・・ 

３ ・・書類により県知事に届け出・・ 

 

 

修正 

 

 

 

権限移譲による修正 
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Ｐ 修正内容等 備 考 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

88 

 

 

89 
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第Ⅳ章 

１．保安統括者等選解任届 

（３）保安統括者等とその資格・経験（概要） 

【新】 

※ 保安係員の所有資格は、丙種化学責任者免状(特別)所有者も可。 
 

５．軽微変更届 

（１）高圧ガス設備の軽微な変更の工事 

【新】① 経済産業大臣が・・合格したもの（認定品等）の内、・・ 

 

（２）軽微変更に該当する事項（例） 

【新】１）次のものの交換について軽微変更届とする。 

（削除） 

 

 

① 調  整  器 ： 試験成績書及び交換時（気密試験時）の写

真を添付。但し位置に変更がある場合には

変更許可を必要とする。 

②  ガス漏えい検知

警 報 設 備 

： 仕様書及び交換時の写真を添付。 

検知部と警報部の位置変更は図面に示す

こと。 

（削除） 

 

 

③  

 

２）次のものの交換については軽微変更に該当しない・・ 

 

【新】 上記以外の変更・・事前に所管行政庁と協議すること。 

 
 

 

 

 

 

【旧】 

 
 

 

 

【旧】① 経済産業大臣が・・合格したものの内、・・ 

 

 

【旧】１．次のものの交換について軽微変更届とする。 

①  金 属 伸 縮 管 ： 試験成績書及び交換時（気密試験時）の写

真を添付。但し位置に変更がある場合には

変更許可を必要とする。 

② 調  整  器 ： 試験成績書及び交換時（気密試験時）の写

真を添付。但し位置に変更がある場合には

変更許可を必要とする。 

③  ガス漏えい検知

警 報 設 備 

： 仕様書及び交換時の写真を添付。 

検知部と警報部の位置変更は図面に示す

こと。 

④ 高 圧 ホ ー ス ： 試験成績書及び交換時（気密試験時）の写

真を添付。但し位置に変更がある場合には

変更許可を必要とする 

 

 

２．次のものの交換については軽微変更に該当しない・・ 

 

【旧】 上記以外の変更・・事前に県と協議すること。 

 

 

 

 

保安係員の所有資格

は丙化（特別）免状

所有者でも可な旨を

追加 

 

 

 

 

「認定品等」という

旨を追記 

 

項目番号の修正 

 

軽微変更届例から可

とう管を削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

権限移譲による修正 

名      称 資格(いずれか) 経  験 （いずれか） 

   

保 安 係 員 

甲化・甲機 

乙化・乙機 

丙化※ 

▸ 液化石油ガスの製造に関する 1 年以上の経験又は 

同等以上の経験 

 

名      称 資格(いずれか) 経  験 （いずれか） 

   

保 安 係 員 

甲化・甲機 

乙化・乙機 

丙化 

▸ 液化石油ガスの製造に関する 1 年以上の経験又は 

同等以上の経験 
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Ｐ 修正内容等 備 考 

 <<参考資料>> 軽微変更工事の運用変更（通知）追加  

91 

92 

【新】 【新】 
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Ｐ 修正内容等 備 考 

 

 

93 

 

 

 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．事故届 

【新】 

① 保安法 法６３条 

・・その旨を所管行政庁又は警察官に届け出なければならない。 

② 保安法 液石則９３条の２ 

・・配管・その他の設備を除く消費設備別 表Ｐ９６参照）について・・ 

③ 保安法 液石則９６条 

所管行政庁に事故を届け出ようとする者は・・ 

発生した場所を管轄する所管行政庁に提出しなければ・・ 

④ 液石法 規則第１３３条 

 

（１）事故の定義 

【新】 

（削除） 

 

 

保安法１）高圧ガスに係る事故等とは、高圧法の適用を受ける高圧ガスの製

造、貯蔵、販売、移動その他の取扱、消費及び廃棄並びに容器の取

扱（以下「製造等」という。）中に発生した事故等で、次に掲げるも

のをいう。 

ただし、高圧法の法令違反があり、その結果として、災害が発生

した場合には、高圧ガスが存する部分の事故に限らず「高圧ガスに

係る事故等」として取り扱う。 

① 爆発     高圧ガス設備等（以下「設備等」という。）が爆

発したものをいう。 

② 火災     設備等において、燃焼現象が生じたものをい

う。以下同じ。 

③ 噴出・漏えい 設備等において高圧ガスの噴出又は漏えいが生

じたものをいう。 

ただし、以下のいずれかの場合は除く。 

ⅰ．噴出・漏えいしたガスが毒性ガス以外のガス

であって、噴出・漏えいの部位が締結部（フラ

ンジ式継手、ねじ込み式継手、フレア式継手又

はホース継手）、開閉部（バルブ又はコック）又

は可動シール部であり、噴出・漏えいの程度が 
 

 

【旧】 

（１）保安法 法６３条 

・・その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。 

（２）保安法 液石則９３条の２ 

・・配管・その他の設備を除く消費設備）について・・ 

（３）保安法 液石則９６条 

都道府県知事に事故を届け出ようとする者は・・ 

発生した場所を管轄する都道府県知事に提出しなければ・・ 

（４）液石法 規則第１３３条 

 

 

【旧】 

本章の適用となる事故とは、保安法の適用をうけるもの並びに 液石法が

適用される一般消費者等に係る供給及び消費段階に発生したものであって、

以下に該当するものをいう。 

保安法 

（１）所有又は占有する高圧ガスについて漏えい・・ 

（２）所有又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し・・ 

 

 

 

項目番号の修正 

権限移譲による修正 

 

参照の追加 

 

 

 

 

 

定義の修正 

保安法 

→ 高圧ガス・石油

コンビナート事故対

応要領 

液石法 

→ 経産省ＨＰの表

記（液化石油ガス事

故対応要領）に準拠 
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Ｐ 修正内容等 備 考 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

 

微量（石けん水等を塗布した場合、気泡が発生す

る程度）であって、かつ、人的被害のない場合 

ⅱ．完成検査、保安検査若しくは定期自主検査に

おける耐圧試験時又は気密試験時の少量の噴

出・漏えいであって、かつ、人的被害のない場

合 

④ 破裂・破損等 高圧ガスにより、設備等の破裂、破損又は破壊

等が生じたものをいう。 

⑤ 喪失・盗難  高圧ガス又は高圧ガス容器の喪失又は盗難をい

う。 

⑥ 高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特

定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充塡した容器が

危険な状態となったとき。 

⑦ その他 

２）移動式製造設備であって液化石油ガス法第３７条の４の充塡設備

として許可を受けているもの（供給設備に接続しているもの又は充

塡設備の使用の本拠の所在地にあるものに限る。）において事故が

発生した場合にあっては、高圧法の事故に該当しないものとする。 

高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領 

【新】 

液石法 液化石油ガス法に係る事故とは、液化石油ガス法が適用となる貯蔵

施設、充てん設備（供給設備に接続しているもの又は充てん設備の使

用の本拠の所在地にあるものに限る。）、一般消費者等に係る供給及び

消費段階に発生したものをいう。 

１）ＬＰガス事故 

① 漏えい    ＬＰガスが漏えいしたもの。（火災に至らず、か

つ、中毒・酸欠等による人的被害のなかったもの

に限る。） 

ただし、接合部等からの微量の漏えい（ネジ又

はゴム管接合部等に石けん水を塗布した場合、気

泡が発生する程度）は除く。 

③ 漏えい火災  ＬＰガスが漏えいしたことにより火災（消防が

火災と認知したものに限らない）に至ったもの。

（上記②は除く） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【旧】 

液石法 

 

 

 

（１）ＬＰガス事故 

① 漏えい    ＬＰガスが漏えいしたものであって、引火に至ら

ず、かつ、中毒・酸欠等による人的被害のなかったも

のに限る。 

 

 

 

③ 漏えい火災  ＬＰガスが漏えいしたことにより火災（消防が火

災と認知したものとは限らない）に至ったもの。（上

記②は除く） 

なお、ＬＰガスの漏えいがない状態でＬＰガ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「② 漏えい爆発」

は修正なし。 

 

 

 



14 

 

Ｐ 修正内容等 備 考 

95 
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２）充てん容器又は残ガス容器の喪失・盗難（次の各号の一に掲げる

ものに限る。） 

① 供給設備のうち、消費設備に接続しているもの。 

② 消費設備（移動中のものを除く。 

③ 貯蔵施設に貯蔵してあるもの。 

３）その他の事故（次の各号の一に掲げるものは、ＬＰガス事故には

該当しない。） 

② 自然災害による事故（事故発生原因が地震時の転倒防止措置

の不備、落雪等の防止対策（雪囲い、保護板の設置等）の不備

等、保安対策の実施不十分であると認められる場合を除く。） 

例） 地震による家屋の倒壊に伴う設備の破損等の事故 

例） 洪水・土砂崩れによる設備の破損等の事故 

 

 

④ ＬＰガスの漏えいが無い状態で、ＬＰガス燃焼器具（これら

に付帯するものを含む。）が過熱し、又は故障したもの及び燃焼

器具の炎が周囲の物に燃え移ったことによる火災等。 

⑤ その他上記 １）に掲げるＬＰガス事故に該当しない事故 

液化石油ガス事故対応要領 

 

別 表 特定消費設備の名称及び機種 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ス燃焼器具（これらに付帯するものを含む）の

過熱し、又は故障したことによる火災及びコン

ロ、グリル等の炎が周囲の物に燃え移った事に

よる火災はＬＰガス事故に該当しない。 

 

 

 

 

 

（２）ＬＰガス事故に該当しない事故 

 

② 自然災害による事故 

例） 地震による家屋の倒壊に伴う設備の破損等の事故 

例） 洪水・土砂崩れによる設備の破損等の事故 

ただし、自然災害による事故のうち、事故発生原因が地震時

の転倒防止措置の不備、落雪等の防止対策（雪囲いや、保護板

の設置等）の不備等、保安対策の実施不十分等に係るものにつ

いてはＬＰガス事故とする。 

 

 

 

④ その他上記 １）に掲げるＬＰガス事故に該当しない事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①は修正なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本章様式の後に記載

していたものを移動 
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Ｐ 修正内容等 備 考 

 （２－１）届出書類 権限移譲による修正  

97 【新】 

 

【旧】 

 

 

項目 書  類 備    考 様式 

1 事故報告（速報） 

直ちに関東東北産業保安監督部保安課及び県庁危機管理部

消防保安課へ報告（電話・ＦＡＸ等） 

発生日時・場所・概要・原因・当該事故に係る特定消費設備

の製造者又は輸入者の名称、機種、型式及び製造年月 そ

の他参考となる事項を報告 

不明である事項は不明と明記すること 

例 P115 

 2 追加報告 

当初報告時点で不明で、その後明らかになった事項 

事故発生９日以内：関東東北産業保安監督部保安課及び県

庁危機管理部消防保安課へ報告（ＦＡＸ等） 

事故発生１０日以上：県庁危機管理部消防保安課に報告（Ｆ

ＡＸ等） 

 

－ 

3 事故届書 
（様式５７の２） 

遅滞なく届出すること 

発生時間は２４時間呼称による 

特定消費設備の名称及び機種は別表による 

P116 

4 事故状況報告書 
発生原因、被害の程度等記載すること 

その他 には警報器、安全装置の有無等記載 
P118 

5 現場図面  － 

6 写真  － 

7 案内図 住宅地図等 － 

8 
特定消費設備に 

関する資料 

カタログ・仕様書・取扱説明書  

（上記資料が無ければ特定消費設備の写真） 
－ 

項目 書  類 備    考 様式 

1 事故報告（速報） 

直ちに関東東北産業保安監督部保安課へ報告（電話・ＦＡ

Ｘ等） 

加えて、静岡県内の静岡市、浜松市以外で起きた事故につ

いては、静岡県危機管理部消防保安課へ、静岡市、浜松市

で発生した事故については、それぞれ静岡市消防局消防部

予防課、浜松市消防局予防課へ報告（電話・ＦＡＸ等） 

発生日時・場所・概要・原因・当該事故に係る特定消費設備

の製造者又は輸入者の名称、機種、型式及び製造年月 そ

の他参考となる事項を報告 

不明である事項は不明と明記すること 

例Ｐ○ 

 2 追加報告 

当初報告時点で不明で、その後明らかになった事項 

事故発生９日以内：関東東北産業保安監督部保安課へ報告

（ＦＡＸ等） 

加えて、静岡県内の静岡市、浜松市以外で起きた事故につ

いては、静岡県危機管理部消防保安課へ、静岡市、浜松市

で発生した事故については、それぞれ静岡市消防局消防部

予防課、浜松市消防局予防課へ報告（ＦＡＸ等） 

事故発生１０日以上： 

静岡県内の静岡市、浜松市以外で起きた事故については、

静岡県危機管理部消防保安課へ、静岡市、浜松市で発生し

た事故については、それぞれ静岡市消防局消防部予防課、

浜松市消防局予防課へ報告（ＦＡＸ等） 

－ 

3 事故届書 
（様式５７の２） 

遅滞なく届出ること 

静岡県内の静岡市、浜松市以外で起きた事故：静岡県危機

管理部消防保安課・協会支部 

静岡市内の事故：静岡市消防局消防部予防課・協会支部 

浜松市内の事故：浜松市消防局予防課・協会支部 

発生時間は２４時間呼称による 

特定消費設備の名称及び機種は別表による 

Ｐ○ 

4 事故状況報告書 
発生原因、被害の程度等記載すること 

その他 には警報器、安全装置の有無等記載 
Ｐ○ 

5 現場図面  － 

6 写真  － 

7 案内図 住宅地図等 － 

8 
特定消費設備に 

関する資料 

カタログ・仕様書・取扱説明書  

（上記資料が無ければ特定消費設備の写真） 
－ 
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Ｐ 修正内容等 備 考 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新】 

（３）連絡と届出 

事故については、遅滞なく所管行政庁へ事故の概要を電話連絡すると共

に、事故届を、静岡県内の静岡市、浜松市以外で起きた事故については、静

岡県危機管理部消防保安課及び協会支部へ、静岡市、浜松市で発生した事故

については、それぞれ静岡市消防局消防部予防課、浜松市消防局予防課及び

協会支部へ提出すること。 

 

（４）事故の分類 

【新】 

（削除） 

保安法 １）Ａ級事故 

次の各号のいずれかに該当する事故をいう。 

① 死者５名以上の事故 

② 死者及び重傷者が合計して１０名以上の事故であって、①以外

のもの 

③ 死者及び負傷者（重傷者及び軽傷者をいう。以下同じ。）が合計

して３０名以上の事故であって、①及び②以外のもの 

④ 爆発・火災等により建物又は構造物の大規模な破壊、倒壊滅失

等の甚大な物的被害（直接に生ずる物的被害の総額が５億円以

上）が生じた事故 

⑤ 大規模な火災又はガスの大量噴出・漏えいが現に進行中であっ

て、大災害に発展するおそれがある事故 

２）Ｂ級事故 

Ａ級事故以外の事故であって、次の「Ｂ１級事故」又は「Ｂ２

級事故」のいずれかに該当する事故をいう。 

ⅰ．Ｂ１級事故 

① 死者１名以上４名以下の事故 

② 重傷者２名以上９名以下の事故であって、①以外のもの 

③ 負傷者６名以上２９名以下の事故であって、①及び②以外の

もの 

④ 爆発・火災等により建物又は構造物の大規模な損傷等の多大

な物的被害（直接に生ずる物的被害の総額が１億円以上５億円

未満）を生じた事故 

 
 

【旧】 

 

事故については、遅滞なく所管の行政庁へ事故の概要を電話連絡すると共に、

事故届を県庁危機管理局消防室並びに協会支部へ提出すること。 

 

 

 

 

 

【旧】 

事故が発生したとき その内容により次のとおり分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

権限移譲による修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目番号の修正 

 

事故の分類の修正 

保安法 

→ 高圧ガス・石油

コンビナート事故対

応要領 

液石法 

→ 経産省ＨＰの表

記（液化石油ガス事

故対応要領）に準拠 
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Ｐ 修正内容等 備 考 

99 ⅱ．Ｂ２級事故 

同一事業所において、Ａ級事故、Ｂ級事故又はＣ１級事故が

発生した日から１年を経過しない間に発生したＣ１級事故（高

圧ガスに係る事故に限る。） 

３）Ｃ級事故 

Ａ級事故及びＢ級事故以外の事故であって、次の「Ｃ１級事故」

又は「Ｃ２級事故」のいずれかに該当する事故をいう。 

ⅰ．Ｃ１級事故 

① 人的被害（負傷者１名以上５名以下かつ重傷者１名以下）が

あった事故 

② 爆発、火災又は破裂・破損等が発生した事故 

③ 毒性ガスが漏えいした事故（毒性ガスとは、一般高圧ガス保

安規則第２条第１項第２号、コンビナート等保安規則第２条第

１項第２号、冷凍保安規則第２条第１項第２号の毒性ガスをい

う。） 

④ ①から③までのほか、反応暴走に起因する事故又は多量漏え

いが発生した事故（反応暴走とは、設備等の温度、圧力、流量

等が異常な状態になった際に、自動的に作動する安全装置、通

常の手順に則り操作する制御装置等によっても制御不能な事

象等であって、爆発、火災、漏えい又は破裂並びに破損の発生

を防止するため、直ちに緊急の保安上の措置を必要とするもの

をいう。）（多量漏えいとは、設備等からのガスの漏えいであっ

て、ガス漏えい検知警報設備等の作動により附近の作業員に退

避を勧告する程度のもの、事業所の敷地外に漏えいしたもの、

又は、設備等からのガスの漏えい（不活性ガスの微量な漏えい

を除く。）を覚知後に、設備等の停止等の措置を講じても漏えい

が継続したことにより、追加措置を講じたものをいう。） 

ⅱ．Ｃ２級事故 

Ｃ１級事故以外の事故 

高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領 

液石法 １）Ａ級事故 

ＬＰガス事故のうち、次のいずれかに該当するものをいう。 

④ 爆発・火災等により大規模な建物又は構造物の破壊、倒壊、滅

失等甚大な物的被害（直接に生ずる物的被害の総額が概ね５億円

以上）が生じたもの。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）Ａ級事故 

 

④ 甚大な物的被害（直接被害総額約２億円以上）が生じたもの 
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Ｐ 修正内容等 備 考 

99 

 

 

 

 

 

 

 

100 

⑤ 大規模な火災又はガスの大量噴出・漏えいが進行中であって、

大きな災害に発展するおそれがあるもの。 

⑥ その発生形態、影響程度、被害の態様（第三者が多数含まれて

いる場合、テロによるもの等）等について、テレビ、新聞等の取

扱い等により著しく社会的影響・関心が大きい（※１）と認めら

れるもの。 

（※１：ＮＨＫ全国放送／民間全国放送／全国紙等で１０社以上の

報道がなされている場合を目安とする。） 

２）Ｂ級事故 

Ａ級事故以外であって、ＬＰガス事故のうち、次のいずれかに該当す

るものをいう。 

② 重傷者２名以上９名以下のものであって、①以外のもの。 

③ 負傷者６名以上２９名以下のものであって、①及び②以外のもの。 

 

④ 爆発・火災等により大規模な建物又は構造物の損傷等の多大な物的被

害（直接に生ずる物的被害の総額が概ね１億円以上５億円未満）が生じ

たもの。 

⑤ その発生形態、影響の程度、被害の態様（第三者が多数含まれている

場合等）について、テレビ、新聞等の取扱い等により社会的影響・関心

が大きい（※２）と認められるもの。 

（※２：ＮＨＫ全国放送／民間全国放送／全国紙等で３社以上の報道がな

されている場合を目安とする。） 

３）Ｃ級事故 

Ａ級事故及びＢ級事故以外のＬＰガス事故であって、次の「Ｃ１級事

故」又は「Ｃ２級事故」のいずれかに該当するものをいう。 

なお、「充てん容器又は残ガス容器の喪失・盗難」は、Ｃ２級事故とし

て取り扱う。 

【Ｃ１級事故】① 負傷者１名以上５名以下かつ重傷者１名以下のもの。 

② 爆発・火災等により建物又は構造物の損傷等の物的被

害が生じたもの。 

【Ｃ２級事故】① Ｃ１級事故以外のＬＰガス事故 

液化石油ガス事故対応要領 

保安法 

液石法 人的被害の定義 

人的被害の定義は、以下のとおりとする。 
 

 

 

⑤ その発生形態、災害の影響程度、被害の態様（第三者が多数含まれて

いる場合等）、テレビ、新聞等の取扱い等により社会的影響が大きいと認

められるもの 

 

 

 

（２）Ｂ級事故 

Ａ級事故以外で次の各号に該当するものをいう。 

 

② 重傷者２名以上９名以下のもの 

③ 負傷者（軽傷者を含む）６名以上２９名以下のものであって、②以外

のもの 

④ 多大な物的被害（直接被害総額約４千万円以上２億円未満）を生じた

もの 

 

⑤ その発生形態、災害の影響程度、被害の態様、テレビ、新聞等の取扱

い等により社会的影響が大きいと認められるもの 

 

 

 

（３）Ｃ級事故 

Ａ級事故及びＢ級事故以外の事故 

※ 人的被害の分類 

被害の程度により次のとおり分類する。 

死者 ：事故発生後、事故調査報告書作成時点までに死亡が確認さ

れた者 

重傷者：事故発生時に全治 1ヶ月以上の負傷をした者 

軽傷者：事故発生時に全治 1ヶ月未満の負傷をした者 
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Ｐ 修正内容等 備 考 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 死 者 

事故発生後、５日（１２０時間）以内に死亡が確認された者（自

殺者本人を除く。）。 

② 重傷者（ＣＯ中毒等、外傷を伴わない場合は、「重症者」という。） 

事故発生後、３０日以上の治療を要する負傷した者（自殺未遂者

を除く。）。 

③ 軽傷者（ＣＯ中毒等、外傷を伴わない場合は、「軽症者」という。） 

事故発生後、３０日未満の治療を要する負傷した者（自殺未遂者

を除く。）。 

 

（５）事故届 届出先  

○経済産業省 関東東北産業保安監督部 保安課 

○静岡県危機管理部消防保安課 

 電 話 番 号：０５４－２２１－２０７６ 

 e - m a i l：shoubo@pref.shizuoka.lg.jp 

○静岡市消防局 消防部 予防課 

 住 所：静岡市駿河区南八幡町１０－３０ 

 電 話 番 号：０５４－２８０－０１９４ 

 ＦＡＸ番号：０５４－２８０－０１８２ 

 e - m a i l：shobou-yobo@city.shizuoka.lg.jp 

○浜松市消防局 予防課 

 住   所：浜松市中区下池川町１９－１ 

 電 話 番 号：０５３－４７５－７５４２ 

 ＦＡＸ番号：０５３－４７５－７５４９ 

 e - m a i l：hfdyobo@city.hamamatsu.shizuoka.jp 

○（一社）静岡県ＬＰガス協会 

 e - m a i l：shizuokalpg@tokai.or.jp 

▸ 東部支部 

▸ 中部支部 

 電 話 番 号：０５４－２５５－２４５１ 

 ＦＡＸ番号：０５４－２５５－２４７４ 

▸ 西部支部 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電話番号：０５４－２２１－２２６９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電 話 番 号：054-253-1266 

ＦＡＸ番号：054-253-1293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

権限移譲による事故

届届出先の修正 

連絡先の修正 

メールアドレスの追

加 
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Ｐ 修正内容等 備 考 

 

119 

 

 

 

 

120 

（別紙様式例）特定消費設備による事故発生報告（速報） 

【新】注２ 所管行政庁の他に・・ 

注３ ・・関東東北産業保安監督部 保安課 

電話：０４８－６００－０４１８ ・・ 

 

様式第５７の２（第９６条関係）事故届書 

【新】事故発生の特定消費設備 製造者又は輸入者の名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

【旧】注２ 都県の担当課の他に・・ 

注３ ・・関東東北産業保安監督部 保安課 

電話：０４８－６００－０２９４ ・・ 

 

 

【旧】事故発生の特定消費設備 名 称 

 

 

権限移譲による修正 

 

電話番号の修正 

 

 

項目の修正 
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Ｐ 修正内容等 備 考 

 液化石油ガス事故の報告方法等 差替え（保安監督部の連絡先修正）  

123 【新】 

 

【旧】 
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Ｐ 修正内容等 備 考 

 

 

 

 

125 

 

 

 

128 

 

131 

 

 

 

 

 

132 

第Ⅴ章 

１ 危害予防規程 

(３) 危害予防規程の細目の作成 

規定された事項について定めるべき詳細 

【新】①-3  施設の検査 

保安係員は・・所管行政庁、又は指定保安検査機関が行なう・・ 

②-1-1 製造施設内の組織 

（例） 組織図     概念図参照（Ｐ１３２） 

⑩-2  届出及び発効 

(1) 経営者は・・所管行政庁に届出をする。 

⑬-3  流出容器等の回収 

① 所管行政庁等、関係団体、関係事業所等との協力体制 

 

 

 

 

参 考 保安管理組織（概念図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【旧】①-3  施設の検査 

保安係員は・・県、又は指定保安検査機関が行なう・・ 

②-1-1 製造施設内の組織 

（例） 組織図     概念図参照 

⑩-2  届出及び発効 

(1) 経営者は・・都道府県知事に届出をする。 

⑬-3  流出容器等の回収 

① 都道府県等、関係団体、関係事業所等との協力体制 

 

R2追補による修正 

省令等の改正による

危害予防規程に伴う

第Ⅴ章の改定部分

（保安教育計画ま

で）については、全面

的に差替えたことか

ら、ここへの記載は

省略するが、一部、権

限移譲による修正が

されていなかったの

で、その部分を含め、

R2追補以降の変更等

を記載する。 

 

本章「地震防災計画」

の前に記載していた

ものを移動 
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Ｐ 修正内容等 備 考 

 参 考 保安管理組織（概念図） 権限移譲による静岡市・浜松市の追加  

132 【新】 

 

【旧】 

【製造施設】

従事者 協力会社 相互防災援助協定事業所

保
安
管
理
を
分
担
す
る
者

（
監
督
者

）

保
安
係
員

役 職 名

保
安
係
員
代
理
者

役 職 名

経 営 者

製
造
施
設
の
最
高
責
任
者

保
安
統
括
者

役 職 名

事 業 所 責 任 者

保
安
統
括
者
代
理
者

役 職 名

【事業所】 【事業所外】

任命

製造施設の

保安管理に

関する権限

の委譲

任命

ＬＰガス協会

静 岡 県

静 岡 市

浜 松 市

保
守
点
検
会
社

設
備
工
事
業
者

運
送
会
社

検
査
会
社

出
荷
基
地

地 域 警 察 署

労 働 基 準 監 督 署

地 域 消 防 署
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Ｐ 修正内容等 備 考 

135 

 

 

 

 

 

136 

 

 

 

（３）－２ 地震・津波に対する措置の例 

地震・津波に対する措置 

【新】１）地震・津波情報に対応する措置 

 

④ 地震・津波に関する事業所内外及び関係者への通報連絡 

通報範囲と設けるべき通報設備（高圧ガス保安法例示基準２８） 

【新】（削除） 

【新】（削除） 

 

【新】２）津波による被害想定 

３）流出容器等の回収 

① 所管行政庁等、関係団体、関係事業所等との協力体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）－２ 地震・津波に対する措置の例【新規追加】 

 

【旧】(1) 地震・津波情報に対応する措置 

 

 

 

【旧】（図の網掛け） 

【旧】※ 網掛け欄は県指導による。 

 

【旧】(2) 津波による被害想定 

(3) 流出容器等の回収 

① 都道府県等、関係団体、関係事業所等との協力体制 

削除 

 

項目番号の修正 

 

 

 

削除 

削除 

 

項目番号の修正 

 

権限移譲による修正 
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Ｐ 修正内容等 備 考 

 《資料３》緊急地震速報の入手方法について 差替え  

140 【新】 【旧】 

《資料３》緊急地震速報の入手方法について 

一般的な入手方法について 

 

テレビやラジオによる放送 

平成１９年１０月１日から、準備の出来た放送局から順次、テレビ・ラジオにて緊急地震

速報を放送しています。 

 

日本放送協会（ＮＨＫ）では、気象庁が一般向けの緊急地震速報（警報）を発表した際

に、文字や音声などにより放送します。この放送は、全国のどの地域を対象とした緊急地震

速報（警報）であっても、全国すべての地域で放送されます。 

民間の放送局においても、準備が整ったところから、気象庁が一般向けの緊急地震速報

（警報）を発表した際、当該放送局の放送エリアが対象地域である場合に、文字や音声など

により放送されます。 

民間放送局の放送形式や内容、放送開始時期等については、各放送局にご確認ください。 

 

【注】５弱以上の震度を予想した場合に一般向けの緊急地震速報（警報）を発表しますが、

もっと大きな震度が予想されたときだけ放送するところもあります。 

【注】テレビ・ラジオでは、電源が切ってある場合、緊急地震速報は受信できません。 

【注】テレビ・ラジオでは、緊急地震速報の報知音として、ＮＨＫのチャイム音を多くの放

送局で使用しています。 

 

緊急地震速報が放送されたことがすぐにわかるよう、ＮＨＫのチャイム音を試聴しておき

ましょう。またＮＨＫラジオ第１放送では、毎週木曜日午前１１時３０分頃、リスナーの皆

様に緊急地震速報が発表されたときのチャイム音を確認いただくための番組が放送されてい

ますので、こちらも聴取してみましょう（番組内容の変更等で放送しない時もあります）。 

 

防災行政無線による放送 

 

平成１９年１０月１日以降、市区町村では、準備が整い次第、総務省消防庁による全国瞬

時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）を用いた防災行政無線による放送が行われています。放

送実施の有無や放送基準、放送内容などの詳しいことは、お住まいの市区町村役場にお問い

合わせください。 

 

携帯電話による受信  

 

携帯電話各社により、携帯電話への緊急地震速報の配信が行われています。 

現在（平成２２年８月２５日）、携帯電話の同報機能を使用して緊急地震速報を配信してい

るのは、ＮＴＴドコモ（平成１９年１２月より）、ａｕ（ＫＤＤＩ）（平成２０年３月より）、

ソフトバンク（平成２２年８月より）の３社になります。 

受信できる携帯電話のことや受信するための設定などの詳細については携帯電話各社へお

問い合わせください。 

 

【注】携帯電話では、テレビ・ラジオとは別の報知音を使用しています（各社共通です）。

緊急地震速報が放送されたことがすぐにわかるよう、携帯電話の報知音（ドコモのペ

ージ）を試聴しておきましょう。 

 

施設の館内放送等 

 

緊急地震速報の館内放送に行っている施設では、館内放送で緊急地震速報を知ることも

可能になります。 

（参考）気象庁本庁庁舎では、庁舎内で緊急地震速報を放送します。 

 

参考：http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/EEW/kaisetsu/eew_receive.html 
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Ｐ 修正内容等 備 考 

 

 

 

152 

 

（３）－３ 台風・気象情報に対する措置の例【自主保安のための参考資料】 

台風・気象情報に対する措置 

① 台風・気象に関する情報 

【新】５段階の警戒レベルと防災気象情報 

 

 

 

 

５段階の警戒レベル

と防災気象情報（図）

の追加 
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Ｐ 修正内容等 備 考 

 

 

153 

154 

 

 

155 

 

 

 

 

 

156 

 

 

 

165 

 

 

 

 

 

180 

④ 台風・気象に関する事業所内外及び関係者への通報連絡 

通報範囲と設けるべき通報設備（高圧ガス保安法例示基準２８） 

【新】（削除） 

【新】（削除） 

 

（４） 地震防災規程 

【新】１）目 的 

２）用語の定義 

（４）－１ 地震防災計画の目的と位置づけ 

【新】１）目 的 

２）地震防災計画の位置づけ 

 

【正】（４）－２ 省令に規定される地震防災規程の項目・定めるべき内容 

 

（４）－３  地震防災計画の規定・定めるべき内容 

⑩  防災関係機関との連絡調査等 

【新】⑩-4 地震による影響等 

・・又は所管行政庁により判定の方法等が示された場合・・ 

 

地震防災計画 

第２章  地震防災計画の規定 

【新】 

２．１１．４ 地震による影響等 

・・又は所管行政庁により判定の方法等が示された場合・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

【旧】（図の網掛け） 

【旧】※ 網掛け欄は県指導による。 

 

 

【旧】１ 目 的 

２ 用語の定義 

 

【旧】１ 目 的 

２ 地震防災計画の位置づけ 

 

【誤】（４）－１ 省令に規定される地震防災規程の項目・定めるべき内容 

 

 

 

【旧】⑩-4 地震による影響等 

・・又は県により判定の方法等が示された場合・・ 

 

 

 

【旧】 

２．１１．４ 地震による影響等 

・・又は県により判定の方法等が示された場合・・ 

 

 

削除 

削除 

 

 

項目番号の修正 

 

 

 

 

 

項目番号の修正 

 

 

 

 

権限移譲による修正 

 

 

 

 

 

権限移譲による修正 
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Ｐ 修正内容等 備 考 

 地震防災警戒本部の組織図 県市町村→県市町 修正  

188 【新】 【旧】 

 

(正) 経 営 者

事 業 所 責 任 者

保 安 統 括 者

(不在時) 任 命 さ れ た 次 席者 県 市 町 村

消 防 署

警 察

(正） 保 安 係 員 自 主 防 災 組 織

(代理) 事 務 担 当 者 関 係 事 務 所

保守点検会社

設備工事会社

運送会社

検査会社

出荷基地

相互防災援助協
定事務所

＜地震防災警戒本部長＞

＜情報責任者＞

＜防災要員配備責任者＞

防 災 要 員

情

報

及

び

警

戒

連

絡

係

救

護

及

び

救

急

係

連

絡

・

調

査

・

協

議

防
消
火
及
び
施
設

点
検
係

協

力

会

社

地 震 防 災 警 戒 本 部

(正) 経 営 者

事 業 所 責 任 者

保 安 統 括 者

(不在時) 任命された次席者 県 市 町

消 防 署

警 察

(正） 保 安 係 員 自主防災組織

(代理) 事 務 担 当 者 関 係 事 務 所

保守点検会社

設備工事会社

運送会社

検査会社

出荷基地

相互防災援助協
定事務所

＜地震防災警戒本部長＞

＜情報責任者＞

＜防災要員配備責任者＞

防 災 要 員

情

報

及

び

警

戒

連

絡

係

救

護

及

び

救

急

係

連

絡

・

調

査

・

協

議

防
消
火
及
び
施
設
点
検
係

協

力

会

社

地 震 防 災 警 戒 本 部
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Ｐ 修正内容等 備 考 

 

189 

 

 

 

 

 

 

 

 

191 

 

 

 

194 

 

 

 

 

200 

 

 

202 

 

 

203 

（５） 保安教育計画 

【新】１）保安教育の目的 

２）保安教育計画の制定 

・・認められたときは、所管行政庁は第一種製造者に対し・・ 

３）保安教育訓練の作成 

 

（５）－１ 特別規程・保安教育計画に定めるべき内容 

③  教育の内容、方法及び実施期間 

《教育訓練の方法及び時期》 

③-4 機会教育訓練 

【新】▸ 所管行政庁、高圧ガス保安協会等が・・ 

⑥  保安教育訓練計画の制定及び変更に関すること 

《保安教育計画の制定及び変更》 

⑥-1 作成、制定及び変更の方法 

【新】・・また所管行政庁から保安教育計画の変更を要すると・・ 

 

保安教育計画 

第４章 教育訓練の方法及び時期 

４．３ 機会教育訓練 

【新】⑧ 所管行政庁、協会等が保安に係わる説明会、又は・・ 

第８章 保安教育計画の制定及び変更 

８．１ 作成、制定及び変更の方法 

【新】・・また所管行政庁から保安教育計画の変更を命ぜられたとき・・ 

 

（６）製造施設 付属基準類 

【新】１）ガス漏えい検知警報設備基準（自主保安のための参考資料） 

① 製造施設のガス漏えい・・ 

② 警報盤・警報部は関係者の・・ 

③ 警報については、原因の・・ 

④ 日常の巡視点検時には・・ 

⑤ 月次点検時には・・ 

⑥ ガス漏えい検知警報設備は・・ 

⑦ 検知警報設備の発信に・・ 

【新】 液石則第６条第１項の基準 

２９号 製造施設には・・ 
 

 

 

【旧】１ 保安教育の目的 

２ 保安教育計画の制定 

・・認められたときは、県知事は第一種製造者に対し・・ 

３ 保安教育訓練の作成 

 

 

 

 

 

【旧】▸ 都道府県、高圧ガス保安協会等が・・ 

 

 

 

【旧】・・また静岡県知事から保安教育計画の変更を要すると・・ 

 

 

 

 

【旧】⑧ 県、協会等が保安に係わる説明会、又は・・ 

 

 

【旧】・・また静岡県知事から保安教育計画の変更を命ぜられたとき・・ 

 

 

【旧】１．ガス漏えい検知警報設備基準（自主保安のための参考資料） 

（１）製造施設のガス漏えい・・ 

（２）警報盤・警報部は関係者の・・ 

（３）警報については、原因の・・ 

（４）日常の巡視点検時には・・ 

（５）月次点検時には・・ 

（６）ガス漏えい検知警報設備は・・ 

（７）検知警報設備の発信に・・ 

【旧】 保安規則第６条第１項の基準 

２９号 製造施設には・・ 
 

 

項目番号の修正 

 

権限移譲による修正 

 

 

 

 

 

 

権限移譲による修正 

 

 

 

権限移譲による修正 

 

 

 

 

権限移譲による修正 

 

 

権限移譲による修正 

 

 

項目番号の修正 

 

 

 

 

 

 

 

修正 
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Ｐ 修正内容等 備 考 

 

204 

 

 

206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207 

【新】 

<<参 考>> 

高圧ガス保安法 液化石油ガス保安規則関係例示基準 

【新】 

２）消火設備基準（自主保安のための参考資料） 

① 製造施設の消火設備として・・ 

② 消火器の設置位置は・・ 

③ 日常の巡視点検時には・・ 

④ 月次点検時には・・ 

⑤ 資格者（消防設備士等）による・・製造年より（  ）年で実施・・ 

・・その後は（  ）年毎に・・ 

⑥ 製造より（  ）年を経過した消火器は・・ 

⑦ 消火設備の維持基準の改定にあたっては・・ 

【新】  

液石則第６条第１項の基準 

３１号 製造施設には・・ 

【新】 

参考：消火器メーカーは、消火器の耐用年数を１０年としています。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 設置状況によっては、耐用年数以内であっても、サビや傷等があるものは、

交換または水圧試験を行ってください。 

（㈱初田製作所ＨＰ「消火器の使用期限」抜粋） 

【新】<<資 料>> 

別記様式第１ 

消火器具点検票 
 

 

【旧】 

 

高圧ガス保安法 液化石油ガス保安規則関係例示基準 

【旧】 

３．消火設備基準（自主保安のための参考資料） 

（１）製造施設の消火設備として・・ 

（２）消火器の設置位置は・・ 

（３）日常の巡視点検時には・・ 

（４）月次点検時には・・ 

（５）資格者（消防設備士等）による・・製造年より  年で実施・・ 

・・その後は  年毎に・・ 

（６）製造より  年を経過した消火器は・・ 

（７）消火設備の維持基準の改定にあたっては・・ 

【新】 （２）第一種製造設備の技術基準 

保安規則第６条第１項の基準 

３１号 製造施設には・・ 

【旧】 

参考：消火器メーカーは、消火器の耐用年数を８年としています。（平成２３年 

１月１日以降に製造の物は１０年） 

《理由》 

・ 工業製品である以上経年変化はまぬがれず、一般工業製品と同じように

消火器にも寿命があること。 

・ メーカー（製造者）として行った過去における製品の事故調査で、破裂

などの事故発生の原因となった消火器のほとんどが、設置後８年以上を経

過したものであったこと。 

・ （財）日本消防設備安全センターで保守点検制度を導入する際に実施し

た、６万本にもおよぶ追跡調査に基づく平均寿命（内部資料）のデータに

よる。 

※ 設置状況によっては、耐用年数以内であっても、錆や傷等があるものは、

交換を推奨しています。 

 

【旧】<<資 料５>> 

別記様式第１ 

消火器具点検票 

 

<<参 考>> 追加 

 

 

項目番号の修正 

年数の記入欄に（）を

追加 

 

 

 

 

 

 

削除 

修正 

 

 

修正・削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５を削除 

 

差替え 差替え内容

の表記は省略 
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Ｐ 修正内容等 備 考 

 

209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

【新】 

<<資 料>> 消火器の技術上の規格を定める省令等の一部改正について 

消火器の型式失効 

消火器は総務省令で定める規格に適合し・・ 

旧規格の消火器は、令和４年１月１日より設置できなくなりました。 

現在は、新規規格に適合した消火器しか販売、設置等をすることができません。 

 

 

（削除） 

 

 

【新】 

消火器のラベル表示 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

【新】 

消火器の点検基準（平成２３年１月１日施行） 

３．初回の機器点検（内部・機能）の時期については、加圧式は製造年から３年、

蓄圧式は製造年から５年となります。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検等のサイクル 
 

 

【旧】 

<<資 料６>> 消火器の技術上の規格を定める省令等の一部改正について 

消火器の型式失効 

消火器は総務省令で定める規格に適合し・・ 

 

今回、この規格（表示内容）が変更されたことで、平成２４年１月１日以降は、

新規規格に適合した消火器しか販売、設置等をすることができません。 

 

特例措置 

現在設置されている旧型式（下記ラベルのないもの）は、平成３３年１２月 

３１日までの１１年間は設置可能です。 

【旧】 

消火器のラベル表示変更 

 

【旧】 

消火器の点検基準改正（平成２３年１月１日施行） 

３．初回の機器点検（内部・機能）の時期について、加圧式・蓄圧式とも製造年

から３年でしたが、加圧式は３年のまま、蓄圧式は５年に延長されます。 

 

改正後 
 

 

６を削除 

 

 

すでに期限を超え、

旧規格が使用できな

くなったことによる

修正 

 

 

 

 

「変更」を削除 

 

図の削除 

 

 

 

 

 

 

修正 

 

 

 

図の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

図のタイトル修正 

型式失効と新型式の設置 

 既設（旧型式） の消火器は平成３３年１２月３１日まで  

 新型式の 消火器を設置  

旧型式 の消火器が新設できる 旧型式の消火器は新設できない   

    

平成２３年 

１月１日 

平成２４年 

１月１日 

平成３３年 

１２月３１日 

 



32 

 

Ｐ 修正内容等 備 考 

 

210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211 

 

 

 

 

 

 

 

213 

 

 

 

214 

【新】 

（削除） 

 

 

 

 

 

廃消火器のリサイクル 

㈱消火器リサイクル推進センター 

ＴＥＬ：０３－５８２９－６７７３ ホームページ：https://www.ferpc.jp/ 

【新】 

３）その他の関係法令遵守基準（自主保安のための参考資料） 

送配電線付近での設備維持工事・作業の基準 

① 製造施設内の設備維持の為の工事・・ 

② 関係機関への書類の提出等・・ 

③ 工事・作業の為に送配電線付近で・・ 

④ 工事・作業の実施にあたっては・・ 

⑤ 工事・作業中に送配電線との接触・・ 

【新】 

安全な離隔距離 

① 東京電力推奨 

② 中部電力推奨 

 

連 絡 先 

① 東京電力パワーグリッド 

 

 

【旧】 

施行期日 

平成２３年４月１日 

施工後３年間、耐圧性能点検については、製造後１０年を経過し、外部点検

において腐食等がなかった消火器は、抜き取り方式により実施することができ

ます。 

 

 

（社）日本消火器工業会（消火器リサイクル推進センター） 

ＴＥＬ：０３－５８２９－６７７３ ホームページ：http://ferpc.jp/ 

【旧】 

４．その他の関係法令遵守基準（自主保安のための参考資料） 

送配電線付近での設備維持工事・作業の基準 

（１）製造施設内の設備維持の為の工事・・ 

（２）関係機関への書類の提出等・・ 

（３）工事・作業の為に送配電線付近で・・ 

（４）工事・作業の実施にあたっては・・ 

（５）工事・作業中に送配電線との接触・・ 

【旧】 

 

（１）東京電力推奨 

（２）中部電力推奨 

 

 

（１）東京電力 
 

 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

修正 

 

項目番号の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目番号の修正 

 

 

 

項目番号の修正 

 

連絡先の修正 
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Ｐ 修正内容等 備 考 

 

214 

【新】 

② 中部電力パワーグリッド 

送電線連絡先：https://powergrid.chuden.co.jp/corporate/company/ 

officelist/jigyosho/jig_shizuoka/ 

配電線連絡先：https://powergrid.chuden.co.jp/corporate/company/ 

officelist/eigyosho/eig_shizuoka/ 

 

 

【旧】 

（２）中部電力 

 

 

表の修正 
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Ｐ 修正内容等 備 考 

 

 

 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

 

－ 

 

 

【新】 

付 録出典：気象庁ＨＰ 

（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/shizuoka.html） 

府県版警報・注意報基準一覧表の解説 差替え 

警報・注意報発表基準一覧表（令和 3年 6月 8日現在） 差替え 

（別表 1）大雨警報基準（令和 2年 5月 26 日現在） 差替え 

（別表 2）洪水警報基準（令和 3年 6月 8 日現在） 差替え 

 

（別表 3）大雨注意報基準（令和 3年 6月 8日現在） 差替え 

（別表 4）洪水注意報基準（令和 3年 6月 8日現在） 差替え 

 

【新】 

（削除） 

【旧】 

付 録 

 

府県版警報・注意報基準一覧表の解説 

警報・注意報発表基準一覧表（平成 22年 10月 1日現在） 

（別表 1）大雨警報基準（平成 22年 05月 27日現在） 

（別表 2）洪水警報基準（平成 22年 05月 27日現在） 

 

（別表 3）大雨注意報基準（平成 22年 05 月 27日現在） 

（別表 4）洪水注意報基準（平成 22年 05 月 27日現在） 

 

【旧】 

２．液化石油ガス製造事業所相互防災対策実施要領 

 

気象庁ＨＰからの引

用資料（出典の記載

を追加）。現在のもの

に差替え。 

※ 差替え内容の記

載は省略 

※ （別表 5）高潮警

報・注意報基準は

変更なし（P229） 

 

 

削除 

※ 削除内容の記載

は省略 

 

 

 

 

226 

第Ⅵ章 

１．保安検査 

（１）検査の方法 

① 検査実施者 

【新】所管行政庁、又は・・ 

（２）申請の方法 

【新】保安検査は、前回の保安検査の日から１年（初回の保安検査の場合は完

成検査の日から１年）を経過した日を基準日とする。 

基準日の前後１月以内に保安検査を受ければ、基準日に保安検査を受け

たものとみなされ、次回の保安検査は基準日から起算する。 

なお、保安検査申請書は、基準日から１年を超えない日までに検査実施

者に提出する。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

【旧】静岡県、静岡市、浜松市、又は・・ 

 

【旧】保安検査は 

・初   回：“製造施設完成検査証”の交付を受けた日 

・２回目以降：“前回の保安検査証”の交付を受けた日から１１ヶ月を

超えない日までに静岡県、又は指定保安検査機関へ次の書類により申

請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表記の統一 

 

H29追補による修正 

裕度機関について再

掲する。 
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Ｐ 修正内容等 備 考 

 

226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227 

 

 

 

 

 

229 

【新】 

（３）保安検査証の交付 

【新】検査終了後、所管行政庁、又は・・ 

（４）受検届 

【新】・・１５日以内に所管行政庁へ提出する。 

（５）その他 

② 保安検査改善報告書 

【新】▸ 保安検査により・・所管行政庁、又は・・ 

 

２．開放検査及び分解点検･整備の周期 

【新】・・に基づき KHKS0850-2（2017）保安検査基準・・ 

【新】 

１）貯槽に係る開放検査周期 

表 １に示すとおりとすること｡ 

２）貯槽以外の高圧ガス設備に係る分解点検･整備の周期 

表 ２に示すとおりとすること｡ 

３）第一種製造者の周期設定に係る規定の整備 

① 第一種製造者は・・ 

② ①の規定は・・また所管行政庁又は・・ 

４）周期の短縮等 
 

【旧】 

 

 

 
 

 

 

 

【旧】検査終了後、静岡県、静岡市、浜松市、又は・・ 

 

【旧】・・１５日以内に静岡県、静岡市、浜松市へ提出する。 

 

 

【旧】▸ 保安検査により・・静岡県、静岡市、浜松市、或いは・・ 

 

 

【旧】・・に基づき KHKS0850-2（2011）保安検査基準・・ 

【旧】 

１ 貯槽に係る開放検査周期 

表１に示すとおりとすること｡ 

２ 貯槽以外の高圧ガス設備に係る分解点検･整備の周期 

表２に示すとおりとすること｡ 

３ 第一種製造者の周期設定に係る規定の整備 

(1) 第一種製造者は・・ 

(2) (1)の規定は・・また県又は・・ 

４ 周期の短縮等 

H29追補による修正 

表の差替え（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表記の統一 

 

表記の統一 

 

 

表記の統一 

 

 

参照元の改訂による

修正 

項目番号の修正 

 

 

 

 

 

権限移譲による修正 
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Ｐ 修正内容等 備 考 

 

230 

 

 

231 

233 

 

 

 

234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新】 

表 １ 貯槽開放検査周期 

（２）埋設貯槽（砂詰め方式） 

【新】 

表 ２ 分解点検・整備の周期（注１参照） 

注１  ・・KHKS保安検査基準 0850-2（2017）【表 ２高圧ガス設備の・・ 

（２）貯槽以外の技術上の基準関係 

① 蒸発器 

イ 蒸発器の分解にあっては、特に次のことに留意すること。 

【新】１）検査前に防錆効果及び水質等腐食要因と・・ 

２）液面制御装置及び減圧設備を分解し・・ 

３）熱交換部を取出し・・ 

４）肉厚の測定は・・ 

③ その他の高圧ガス設備 

ア 分解点検・整備の周期 

【新】１）貯槽付属弁類は使用の程度に応じ短縮・・ 

２）移動式製造設備の分解点検・・ 

３）貯槽開放検査ごとに次の分解点検・・ 

４）Ｙ型弁、ローディングアームは・・ 

５）ディスペンサ・・（Ｐ２３３表 ２注４参照） 

６）金属伸縮管は・・（Ｐ２３３表 ２注６参照） 

７）高圧ホースはメーカー推奨交換時期・・ 

８）配管付属弁類は、メーカー推奨交換時期・・ 

９）埋設配管（中・低圧配管を含む）については・・ 

イ 周期外においても次の場合は実施する。 

【新】１）外観検査を行って・・ 

２）漏えい検査を行って・・ 

３）耐圧試験を行い・・ 

４）手動弁は、外観検査・作動検査により・・ 

ⅰ．気密試験の際、グランドパッキンまたは・・ 

ⅱ．開閉操作が円滑に実施できなくなった場合・・ 

ⅲ．スピンドルに、がたつきが確認された場合・・ 

ⅳ．気密試験の際、弁箱から漏えいが確認された場合・・ 

 
 

 

【旧】 

表１ 貯槽開放検査周期 

 

【旧】 

表２ 分解点検・整備の周期（注１参照） 

注１  ・・KHKS保安検査基準 0850-2（2011）【表２ー高圧ガス設備の・・ 

 

 

 

【旧】（１）検査前に防錆効果及び水質等腐食要因と・・ 

（２）液面制御装置及び減圧設備を分解し・・ 

（３）熱交換部を取出し・・ 

（４）肉厚の測定は・・ 

 

 

【旧】（１）貯槽付属弁類は使用の程度に応じ短縮・・ 

（２）移動式製造設備の分解点検・・ 

（３）貯槽開放検査ごとに次の分解点検・・ 

（４）Ｙ型弁、ローディングアームは・・ 

（５）ディスペンサ・・（表２ 注４参照） 

（６）金属伸縮管は・・（表２ 注６参照） 

（７）高圧ホースはメーカー推奨交換時期・・ 

（８）配管付属弁類は、メーカー推奨交換時期・・ 

（９）埋設配管（中・低圧配管を含む）については・・ 

 

【旧】（１）外観検査を行って・・ 

（２）漏えい検査を行って・・ 

（３）耐圧試験を行い・・ 

（４）手動弁は、外観検査・作動検査により・・ 

１）気密試験の際、グランドパッキンまたは・・ 

２）開閉操作が円滑に実施できなくなった場合・・ 

３）スピンドルに、がたつきが確認された場合・・ 

４）気密試験の際、弁箱から漏えいが確認された場合・・ 

 

修正 

 

 

修正 

修正 

 

 

 

項目番号の修正 

 

 

 

 

 

項目番号の修正 

 

 

 

参照ページの追加 

参照ページの追加 

 

 

 

 

項目番号の修正 
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Ｐ 修正内容等 備 考 

 

236 

～ 

238 

239 

240 

 

241 

242 

 

 

 

243 

⑤ フレキシブルチューブ類の管理について 

【新】日団協 技術基準 Ｓ高-００２－2019 差替え 

ＬＰガス充填所等に対する品質確認要領 

 

【新】附属書Å（参考） KHKS0850-2:2017 差替え 

フレキシブルチューブ類の管理について 

【新】 

Ｓ高-００２－（様式） Ｓ高-００２－2019 差替え（P242 記載例も同様） 

（例示）【元売出荷用】ＬＰガス試験成績書 

 

（４）充てん設備変更届(液石法第 37条の 4第 3項) 

① 届出が必要となる変更 

【新】以下の項目１～４該当する変更 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

【旧】日団協 技術基準 Ｓ高-００２－2012 

ＬＰガス充填所等に対する品質確認要領 

 

【旧】附属書Å（参考） KHKS0850-2:2011 

フレキシブルチューブ類の管理について 

【旧】 

Ｓ高-００２－（様式） Ｓ高-００２－2012 

（例示）【元売出荷用】ＬＰガス試験成績書 

 

 

 

【旧】以下の項目１～３該当する変更 

 

 

 

 

日団協からの引用資

料を差替え。 

 

KHK からの引用資料

を差替え。 

※ 差替え内容の記

載は省略 

記載例も差替え 

 

 

 

項目追加 

表の変更 
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Ｐ 修正内容等 備 考 

 

 

245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

246 

<<参考例>> 

開放検査及び分解点検・整備の周期の自社基準 差替え 

【新】１．貯 槽 

【新】２．貯槽付属品 

 
 

 

 

 

【旧】１．貯 槽 

【旧】２．貯槽付属品 

 

 

 

差替え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差替え 

　次回の開放検査は9年後の令和9年9月に実施予定とする。

　但し、貯槽元弁等の設備劣化損傷等が定期自主検査などにより発見された場

　合については、期間短縮の措置をとることとする。

前回実施 代表者
保　安
統括者

保安係員 作成

今回実施

次回実施

※　残ガス回収貯槽（応力除去焼鈍済）については、初回２年以内、２回目以降５年以内

令和9年9月予定

・平成17年3月告示を受け、開放周期5年により平成22年9月開放検査を実施し、

　開放検査結果に問題が無い為、平成26年4月1日より次回以降の開放周期に

　ついて9年周期設定とし、今回、令和元年9月に実施した。

開放検査及び分解点検・整備の周期　自社基準

関係法令 平成17年3月30日付け経済産業省告示
KHKS0850-2(2017)・KHKS0850-6(2017)保安検査基準
JLPA保安検査実施要領

貯槽開放検査周期(9年)選択の考え、根拠

開放検査履歴
及び予定時期

昭和３８年１０月 周期 9年

平成22年9月18日か25日

令和元年9月18日から25日

設備名称 １５T 貯槽 設置年月

前回実施 代表者
保　安
統括者

保安係員 作成

今回実施

次回実施

関係法令 平成17年3月30日付け経済産業省告示
KHKS0850-2(2017)・KHKS0850-6(2017)保安検査基準
JLPA保安検査実施要領

貯槽開放検査、付属品周期(9年)選択の考え、根拠

分解検査履歴
及び予定時期

開放検査及び分解点検・整備の周期　自社基準

昭和３８年１０月 周期 9年

・平成17年3月告示を受け、開放周期5年により平成22年9月開放検査を実施し、

　付属品検査結果に問題が無い為、平成26年4月1日より次回以降の付属品

設備名称  貯槽付属品 設置年月

平成22年9月18日から25日

令和元年9月18日から25日

令和9年9月予定

　検査について9年の周期設定とし、今回、令和元年9月に実施した。

　次回の付属品の検査は、9年後の令和9年9月に実施予定とする。

　貯槽元弁については、平成12年9月開放検査時の更新で設置から19年となる

　為、設備劣化を考慮して更新を実施した。

　但し、貯槽付属品等の設備劣化損傷等が定期自主検査などにより発見され

　た場合については、期間短縮の措置をとることとする。

前回実施 代表者
保　安
統括者

保安係員 作成

今回実施

次回実施

※　残ガス回収貯槽（応力除去焼鈍済）については、初回２年以内、２回目以降５年以内

開放検査及び分解点検・整備の周期　自社基準

関係法令 平成17年3月30日付け経済産業省告示
KHKS0850-2(2011)・KHKS0850-6(2011)保安検査基準
JLPA保安検査実施要領

貯槽開放検査周期(9年)選択の考え、根拠

開放検査履歴
及び予定時期

昭和３８年１０月 周期 9年

平成17年9月4日から14日

平成22年9月18日から25日

設備名称 １５T 貯槽 設置年月

平成31年9月予定

・平成17年3月告示を受け、前回の開放周期5年により平成22年9月開放検査を

　実施し、開放検査結果に問題が無い為、平成26年4月1日より次回の開放周期

　について9年周期設定とし、前回(平成22年9月)より9年後の平成31年9月を

　次回開放検査実施予定とする。

　但し、貯槽元弁等の設備劣化損傷等が定期自主検査などにより発見された場合

　については、期間短縮の措置をとることとする。

前回実施 代表者
保　安
統括者

保安係員 作成

今回実施

次回実施

関係法令 平成17年3月30日付け経済産業省告示
KHKS0850-2(2011)・KHKS0850-6(2011)保安検査基準
JLPA保安検査実施要領

貯槽開放検査、付属品周期(9年)選択の考え、根拠

分解検査履歴
及び予定時期

開放検査及び分解点検・整備の周期　自社基準

昭和３８年１０月 周期 9年

・平成17年3月告示を受け、前回の開放周期5年により平成22年9月開放検査を

　実施し、付属品検査結果に問題が無い為、平成26年4月1日より次回の付属品

設備名称  貯槽付属品 設置年月

平成17年9月4日から14日

平成22年9月18日から25日

平成31年9月予定

　検査について9年の周期設定とし、今回(平成22年9月)より9年後の平成31年

　9月を次回付属品の検査実施予定とする。

　貯槽元弁については、平成12年9月開放検査時の更新で次回の開放検査時には

　設置から19年となる為、設備劣化を考慮して更新を実施する。

　但し、貯槽付属品等の設備劣化損傷等が定期自主検査などにより発見された場合

　については、期間短縮の措置をとることとする。
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Ｐ 修正内容等 備 考 

247 【新】３．金属伸縮管 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【旧】３．金属伸縮管 

 

差替え 

　次回交換を予定とする。

　については、期間短縮の措置をとることとする。

前回実施 代表者
保　安
統括者

保安係員 作成

今回実施 N0.1リリーフ

今回実施 動機器

次回実施 N0.1リリーフ

次回実施 動機器

設備名称
金属伸縮管
(フレキシブルチューブ)

設置年月

開放検査及び分解点検・整備の周期　自社基準

平成２３年　９月 周期
1年/3年
/6年

平成29年9月予定

・No.1リリーフの金属伸縮管については、接続状況に『曲がり』があり、

　保安検査基準により3年の交換周期で交換、平成26年9月の交換により

　次回交換を平成29年9月を予定する。

　動機器に接続する金属伸縮管についてはKHKS0850（2011）附属書Aを

　参考に6年の周期設定とし、前回(平成23年9月)　より6年後の平成29年9月に

関係法令 平成17年3月30日付け経済産業省告示
KHKS0850-2(2011)・KHKS0850-6(2011)保安検査基準
JLPA保安検査実施要領

金属伸縮管点検(1年)、交換周期(3年/6年)選択の考え、根拠

分解検査履歴
及び予定時期

・平成17年3月告示を受け、前回の交換周期７年により平成23年9月

　フレキ交換を実施、平成24年6月30日告示改正で1年の目視点検とした。

平成29年9月予定

　但し、設備劣化損傷等が定期自主検査などにより発見された場合

平成23年9月23日

平成26年9月18日

平成26年9月18日

　を予定する。

　期間短縮の措置をとることとする。

前回実施 代表者
保　安
統括者

保安係員 作成

今回実施 N0.1リリーフ

今回実施 動機器

次回実施 N0.1リリーフ

次回実施 動機器

設備名称
金属伸縮管
(フレキシブルチューブ)

設置年月

開放検査及び分解点検・整備の周期　自社基準

平成２３年　９月 周期
1年/3年
/6年

令和5年9月予定

・No.1リリーフの金属伸縮管については、接続状況に『曲がり』があり、保安検査

　基準により3年の交換周期とし、令和2年9月の交換により次回交換を令和5年

　9月に予定する。

　動機器に接続する金属伸縮管についてはKHKS0850（2017）附属書Aを参考に

　6年の周期設定とし、前回(平成29年9月)　より6年後の令和5年9月に次回交換

関係法令 平成17年3月30日付け経済産業省告示
KHKS0850-2(2017)・KHKS0850-6(2017)保安検査基準
JLPA保安検査実施要領

金属伸縮管点検(1年)、交換周期(3年/6年)選択の考え、根拠

分解検査履歴
及び予定時期

・平成17年3月告示を受け、交換周期７年により平成23年9月フレキ交換を実施、

　平成24年6月30日告示改正で1年の目視点検とした。

令和5年9月予定

　但し、設備劣化損傷等が定期自主検査などにより発見された場合については、

平成29年9月18日

令和2年9月18日
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Ｐ 修正内容等 備 考 

248 
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【新】４．高圧ホース 

 

【新】５．防火設備 

 
 

 

 

【旧】４．高圧ホース 

 

【旧】５．防火設備 

 

差替え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差替え 

前回実施 代表者
保　安
統括者

保安係員 作成

今回実施

次回実施

関係法令 平成17年3月30日付け経済産業省告示
KHKS0850-2(2011)・KHKS0850-6(2011)保安検査基準
JLPA保安検査実施要領

高圧ホース交換周期（５年）選択の考え、根拠

分解検査履歴
及び予定時期

開放検査及び分解点検・整備の周期　自社基準

平成２２年１０月 周期 ５年

　平成17年3月告示を受け、前回の交換周期7年により平成22年10月交換を

　実施し、メーカー推奨期間、使用状況、日常点検結果を考慮して交換の

設備名称  高圧ホース 設置年月

平成27年10月予定

　周期設定を5年とし、今回(平成22年10月)より5年後の平成27年10月

　を次回交換実施予定とする。

　但し、高圧ホースの劣化損傷等が定期自主検査などにより発見された場合

　については、期間短縮の措置をとることとする。

平成15年10月4日

平成22年10月18日

前回実施 代表者
保　安
統括者

保安係員 作成

今回実施

次回実施 令和7年10月予定

　周期設定を5年とし、今回(令和2年10月)より5年後の令和7年10月を次回

　交換実施予定とする。

　但し、高圧ホースの劣化損傷等が定期自主検査などにより発見された場

　合については、期間短縮の措置をとることとする。

平成27年10月4日

令和2年10月18日

関係法令 平成17年3月30日付け経済産業省告示
KHKS0850-2(2017)・KHKS0850-6(2017)保安検査基準
JLPA保安検査実施要領

高圧ホース交換周期（５年）選択の考え、根拠

分解検査履歴
及び予定時期

開放検査及び分解点検・整備の周期　自社基準

平成２２年１０月 周期 ５年

　平成17年3月告示を受け、交換周期7年により平成22年10月交換を実施し、

　メーカー推奨期間、使用状況、日常点検結果を考慮して、以降の交換の

設備名称  高圧ホース 設置年月

前回実施 代表者
保　安
統括者

保安係員 作成

今回実施

次回実施

関係法令 高圧ガス保安法第八条許可の基準
　一、製造のための施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上
　　　 の基準に適合するものであること。
液石則六条三十一
　製造施設には、その規模に応じて、適切な防消火設備を適切な箇所に設けること。
製造細目告示　第九条
　一　防火上及び消火上有効な措置に係る設備
　五　防消火設備

防火設備整備周期(５年)選択の考え、根拠

分解整備履歴
及び予定時期

開放検査及び分解点検・整備の周期　自社基準

周期 ５年平成１４年９月

　毎月1回の月次の作動操作確認、定期自主検査時の動作確認を実施する。

　メーカー点検推奨期間、使用状況、日常/月次点検結果を考慮して整備

設備名称  防火設備／消火栓 設置年月

平成24年9月8日

平成29年9月予定

　周期設定を5年とし、今回(平成24年9月)より5年後の平成29年9月

　を次回整備実施予定とする。

　又、冷却用散水ポンプは設置後20年で更新を予定する。

　但し、防消火設備の劣化損傷等が定期自主検査などにより発見された場合

　については、期間短縮の措置をとることとする。

平成19年9月4日前回実施 代表者
保　安
統括者

保安係員 作成

今回実施

次回実施 令和9年9月予定

　周期設定を5年とし、今回(令和4年9月)より5年後の令和9年9月を次回整備

　実施予定とする。

　又、冷却用散水ポンプは設置後20年で更新を予定する。

　但し、防消火設備の劣化損傷等が定期自主検査などにより発見された場合

　については、期間短縮の措置をとることとする。

平成29年9月4日

関係法令 高圧ガス保安法第八条許可の基準
　一、製造のための施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上
　　　 の基準に適合するものであること。
液石則六条三十一
　製造施設には、その規模に応じて、適切な防消火設備を適切な箇所に設けること。
製造細目告示　第九条
　一　防火上及び消火上有効な措置に係る設備
　五　防消火設備

防火設備整備周期(５年)選択の考え、根拠

分解整備履歴
及び予定時期

開放検査及び分解点検・整備の周期　自社基準

周期 ５年平成１４年９月

　毎月1回の月次の作動操作確認、定期自主検査時の動作確認を実施する。

　メーカー点検推奨期間、使用状況、日常/月次点検結果を考慮して整備

設備名称  防火設備／消火栓 設置年月

令和4年9月8日
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Ｐ 修正内容等 備 考 

250 【新】６．配管（地上露出） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【旧】６．配管（地上露出） 

 

差替え 

 

前回実施 代表者
保　安
統括者

保安係員 作成

今回実施

次回実施 令和6年9月予定

　配管に付随する弁類についても、配管の点検周期に併せて分解整備を行う。

開放検査履歴
及び予定時期

平成30年9月4日から14日

令和3年9月18日から25日

開放検査及び分解点検・整備の周期　自社基準

設備名称 その他の高圧ガス設備・配管等 設置年月 昭和３８年１０月 周期 3年

関係法令 平成17年3月30日付け経済産業省告示
KHKS0850-2(2017)・KHKS0850-6(2017)保安検査基準
JLPA保安検査実施要領

配管（地上露出等）点検周期(3年)選択の考え、根拠

・貯槽以外の技術上の基準（その他高圧ガス設備）により3年の点検周期で点検、

　令和3年9月の点検により次回点検を令和6年9月を予定する。

前回実施 代表者
保　安
統括者

保安係員 作成

今回実施

次回実施

開放検査及び分解点検・整備の周期　自社基準

設備名称 その他の高圧ガス設備・配管等 設置年月 昭和３８年１０月 周期 3年

関係法令 平成17年3月30日付け経済産業省告示
KHKS0850-2(2011)・KHKS0850-6(2011)保安検査基準
JLPA保安検査実施要領

配管（地上露出等）点検周期(3年)選択の考え、根拠

・貯槽以外の技術上の基準（その他高圧ガス設備）により3年の点検周期で点検、

　平成24年9月の点検により次回点検を平成27年9月を予定する。

平成27年9月予定

　配管に付随する弁類についても、配管の点検周期に併せて分解整備を行う。

開放検査履歴
及び予定時期

平成21年9月4日から14日

平成24年9月18日から25日




